
 

 

命    令    書 

 

再審査申立人 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 

エッソ大阪支部 

 

再審査被申立人 エクソンモービル有限会社 

 

上記当事者間の中労委平成3年(不再)第37号事件(初審大阪府労委昭和61年(不)

第 14 号事件)について、当委員会は、平成 17 年 9 月 7日第 16 回第三部会において、

部会長公益委員荒井史男、公益委員山川隆一、同椎谷正、同岡部喜代子、同古郡鞆

子出席し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

本件再審査申立てを棄却する。 

 

理         由 

第 1 事案の概要及び初審における「請求する救済内容」の要旨 

1 事案の概要 

(1) 本件は、エクソンモービル有限会社(以下「会社」)が、昭和 60 年 3 月 31 日

付けで野田油槽所を閉鎖し、組合員を配転したことが労働組合法第 7 条第 1 号

及び 3 号に該当する不当労働行為であるとして、同 61 年 3 月 28 日に、スタン

ダード・ヴァキューム石油自主労働組合(以下「自主労組」)エッソ大阪支部(以

下「支部」)から、会社を被申立人として、救済申立てのあった事件である。 

(2) 初審大阪府労働委員会(以下「大阪府労委」)は、平成 3 年 7 月 5 日、本件救

済申立てを棄却した。 

支部は、これを不服として、同月 17 日に再審査を申し立てた。 

2 初審における「請求する救済内容」の要旨(初審命令書 15 頁。以下頁のみ記載

する。) 

(1) 会社は、野田油槽所を昭和 60 年 3 月 31 日付けで閉鎖したことを撤回して同

油槽所を再開し、組合員らを原職に復帰させなければならない。 

(2) 上記に関する謝罪文の掲示及び全従業員への配布 

なお、支部は、本件再審査において、「請求する救済内容の差し替えについて」



 

 

なる書面を提出し、上記(1)の「組合員らを原職に復帰させなければならない。」

を、「組合員 X1 及び同 X2 の鶴見油槽所への転勤を撤回しなければならない。」

に変更した。 

第 2 再審査申立人の主張の要旨 

再審査申立人の主張は、以下に補足するほかは、初審命令書理由第 2、1、(1)、

①及び②(15 頁)のとおりであるから、これを引用する。 

1 会社は、昭和 57 年 9 月 16 日にホテル阪神において大阪支店の支店長らを集め

て会議を行い(以下「ホテル阪神会議」)、X3 組合員(以下「X3」)の解雇を目的と

する支部潰しの謀議を行った。野田油槽所の閉鎖は、ホテル阪神会議における謀

議の実行として野田分会ごとなきものとするために行ったものである。このこと

は、会社が、ホテル阪神会議を行った翌年の 3 月に兼松江商株式会社(以下「兼

松」)とのタンク賃借契約を解約し、同 59 年 6 月に海上入荷設備を売却するなど

して、同油槽所の施設の縮小を行い、その上で同年 7月に支部組合員らの不当解

雇などの大弾圧を行った直後に、同油槽所の閉鎖を強行していることや、本部と

の団交で「とにかく閉鎖を決定したので閉鎖はする。」との姿勢であったことを

考えれば明らかである。また、会社において、野田油槽所を同 60 年 3 月末に閉

鎖しなければならなかった必要性も合理性も存在しない。 

2 初審命令は、野田油槽所の閉鎖は、企業維持を図るための会社による経営上の

判断であったという。しかし、上記 1のとおりホテル阪神会議が行われ、更に支

部組合員らの不当解雇などの大弾圧が行われた直後に会社が同油槽所の閉鎖を

強行していることからみて、野田油槽所の閉鎖が支部の団結破壊と壊滅を目的と

したものであることは明らかであるから、初審命令の上記判断は誤りである。 

3 会社は、野田油槽所の閉鎖に当たって、支部組合員の X1(以下「X1」)及び X2(以

下「X2」)を遠隔地に配転しながら、エッソ石油労働組合(以下「エ労」)の組合

員であった X4 を近畿圏の大阪エッソガスセンターに配転したのは、支部の団結

破壊を企図して行った差別取扱いである。 

第 3 当委員会の認定した事実 

当委員会の認定した事実は、初審命令書理由第 1のうち、その一部を次のとお

り改めるほかは、これと同一であるのでこれを引用する。当該引用する部分中の

「被申立人」を「再審査被申立人」と、「申立人」を「再審査申立人」と、「本件

審問終結時」を「本件初審審問終結時」と、「当委員会」を「大阪府労委」と、「前

記」を「上記」、「後述」を「下記」と、それぞれ読み替える。 

なお、事実に関する証拠の摘示の記載については、書証の甲号証及び乙号証は、

それぞれ「甲 1」及び「乙 1」の例により、初審及び再審査の審問速記録の審問



 

 

回数と頁は、それぞれ「初①1頁」及び「再①1頁」の例による。 

1 1 の(1)の末尾(1 頁)に行を変えて次の文言を加える。 

「なお、会社は、本件再審査申立て当時、エッソ石油株式会社と称していたが、

平成 12 年 2 月にエッソ石油有限会社に組織変更し、同 14 年 6 月にはエッソ石油

有限会社と申立外モービル石油有限会社、同エクソンモービルマーケティング有

限会社、同エクソンモービルビジネスサービス有限会社が合併して、現在の会社

となった。」 

2 1 の(2)の末尾(2 頁)に行を変えて次の文言を加える。 

「なお、野田油槽所には、支部の下部組織として、同油槽所に勤務する従業員

をもって組織された野田分会(以下「分会」又は「野田分会」)があった(支部規

約第 7 条)。昭和 59 年 9 月 12 日当時の分会員は 3 名(X1、X2、X5(以下「X5」))

であったが、同年 10 月 1 日付けで X5 が千葉県の袖ヶ浦油槽所に配転となり、ま

た、野田油槽所が閉鎖され、同 60 年 4 月 1 日付けで X1 及び X2 が神奈川県横浜

市の鶴見油槽所に配転となったことに伴い、支部規約上は分会に関する定めはあ

るものの、事実上分会としての活動は行われていない。」 

3 1 の(3)の末尾(2 頁)に行を変えて次の文言を加える。 

「また、上記エ労は、平成 13 年 10 月にモービル石油株式会社の従業員で組織

されたモービル石油労働組合と合併し、エクソンモービル労働組合となった。同

16 年 7 月当時のそれぞれの組合員は、自主労組 33 名、ス労 36 名、エクソンモー

ビル労働組合約 320 名であった。」 

4 2 の(6)の末尾(4 頁)に行を変えて次の文言を加える。 

「シーバースとは、油槽所の岸壁に接岸できない大型タンカーのために、洋上

で油を降ろしてパイプラインにより陸上のタンクまで送油する一連の施設であ

る。」 

5 3 の(1)のウ(5 頁)の「との旨」を「旨」に改める(同様の記載の訂正について、

以下同じ)。 

6 3 の(2)のアの末尾(6 頁)の「係属中である。」を「係属中であったが、平成 2

年 3月 13 日、同高等裁判所は、同人らに対し、罰金 1万円、1年間刑の執行猶予

の判決を言い渡した。また、同人らの上告に対し、最高裁判所は、同 5年 12 月、

上告を棄却し、同事件は確定した。」に改める。 

7 3 の(2)のイの末尾(7 頁)の「係属中である。」を「係属中であったが、平成 16

年 11 月 5 日、同労委が、同救済申立てを棄却したところ、同日、自主労組はこ

れを不服として当委員会に対し再審査の申立てを行い(中労委平成16年(不再)第

65 号)、同事件は本件審問終結時係属中である。 



 

 

また、昭和 60 年 12 月 16 日、支部執行委員長らは、上記懲戒解雇処分につい

て、大阪地方裁判所に対し労働契約確認等を請求する訴えを提起したが、平成 8

年 7月 31 日、同地方裁判所は請求棄却の判決を言い渡した。 

さらに、同人らの控訴に対し、大阪高等裁判所は、同 12 年 11 月 14 日、控訴

棄却の判決を言い渡した。また、同人らの上告に対し、最高裁判所は、同 14 年 1

月 22 日、上告を棄却し、同事件は確定した。」に改める。 

8 3 の(2)のエの末尾(7 頁)の「勤務している。」を「勤務していた。」に改め、行

を変えて次の文言を加える。 

「その後、X2 は平成 8 年 9 月末をもって会社を早期退職した後、同 11 年 1 月

6 日に死亡し、X1 は同 13 年 12 月末をもって会社を定年退職した。」(平成 16 年 7

月 30 日付け求釈明事項の回答書 4の(1)) 

9 4 の(2)(7 頁)中「支部野田分会(以下「分会」という)」を「支部」に改め、末

尾に行を変えて次の文言を加える。 

「なお、野田油槽所における支部の団交申入れは、支部執行委員会において同

油槽所関係の支部の団交案件とすることを確認した上で、分会長名の団交申入書

を同油槽所長に提出して行われており、上記団交申入れのほか、下記(3)、(4)、

(7)の各申入れもこの方式によって行われていた。このような野田分会長名によ

る団交の申入れが支部の団交申入れとしての意味を持つことについて、会社はこ

れを特に問題としたことはなかった。これに対し、支部が直接団交を申し入れる

場合は、支部執行委員長名の団交申入書を大阪管理事務所の会社代表宛に提出し

て行われており、下記(12)の申入れはこの方式によって行われていた。」 

10 4 の(3)、(4)(7 頁)及び(7)(8 頁)中各「分会は、」をそれぞれ「支部は、」に改

める。 

11 4 の(5)(8 頁)中「事務折衝において、会社は、分会に対し、」を「X1 と Y1 所

長との事務折衝において、同所長は、」に改める。 

12 4 の(6)(8 頁)中「団交において、会社は、分会に対し、」を「会社側は Y1 所

長外 2 名が、支部からは本部中央書記長と支部副執行委員長を兼務していた X3

及び支部書記長の X7(以下「X7」)並びに分会からは X1 外分会員 2名がそれぞれ

出席して、上記(5)の議題等について団交が行われた。席上、会社は、」に改め

る。 

13 4 の(8)(8 頁)中「団交において、会社は、分会に対し、」を「会社側は Y1 所

長外 2名が、支部からは X3 及び X7 並びに分会からは X1 外分会員 1名がそれぞ

れ出席して、上記(7)の議題等について団交が行われた。席上、会社は、」に改

める。 



 

 

14 4 の(9)(8 頁)中「団交において、会社は、分会に対し、」を「会社側は Y1 所

長外 2名が、支部からは X3 及び X7 並びに分会からは X1 外分会員 1名がそれぞ

れ出席して、同月 18 日に支部が申し入れた野田油槽所の縮小・閉鎖の件等に関

する議題について団交が行われた。席上、会社は、」に改める。 

15 4 の(10)(9 頁)中冒頭の「昭和 59 年 11 月 13 日、」から 3行目の「交付した。」

までを、「昭和 59 年 11 月 13 日、会社は、エ労に対し、『組合員に重大な影響を

与えるような職制機構の改廃並びに事業所の移転廃止等、会社の経営上の重要

な変動のあるときは、組合に事前に通告する。』との労働協約に基づき、同 60

年 2 月末をもって野田油槽所を閉鎖する旨文書で通知するとともに、エ労の下

部組織の近畿・四国地連に対しては、同通知書の写しを交付した。また、会社

は、自主労組との間では上記のような労働協約を締結していなかったものの、

同日、自主労組に対してもエ労と同様の方法により文書で通知するとともに、

支部に対しては同通知書の写しを交付した。なお、会社は、上記 2の(9)の各油

槽所の閉鎖に際しても、対象となる油槽所にエ労又はス労の組合員がいる場合

には、エ労又はス労にその旨文書で通知した後、それぞれの組合の下部組織に

対しては同通知書の写しを交付していた。」に改め、3 行目の「なお、」を削る。 

16 4 の(12)(11 頁)を次のとおり改める。 

「(12)昭和 59 年 11 月 30 日、支部は、会社が支部に対して自主労組への通知

書の写しを交付したことについて、これは会社が支部を無視したものであるな

どとして、「1984 年 11 月 13 日付、ス労自主エッソ大阪支部を全く否定した野田

油槽所閉鎖『通告』(写)の件」を議題とする団交を申し入れたが、会社はこれ

に応じなかった。」 

17 4 の(20)の末尾 2 行(15 頁)「また、」から「参加していた。」までを次のとお

り改める。 

「また、上記第 1 回目から第 9 回目までの自主労組と会社との団交には、支

部からは支部執行委員長ら支部三役も交渉委員として出席していた。」 

第 4 当委員会の判断 

1 不当労働行為の成否について 

この点についての当委員会の判断は、初審命令書理由第 2、2、(2)、アないし

ウ及び(3)、アないしエ(16 頁以下)のうち、その一部を次のとおり改めるほかは、

これと同一であるのでこれを引用する。当該引用する部分中の「審問終結時」を

「初審審問終結時」と、「前記」を「前記第 3 でその一部を改めて引用した初審

命令書理由」と読み替える。 

(1) (3)のイの末行(19 頁)の「勤務していること」の次に「、⑤前記第 1.4(6)な



 

 

いし(9)認定によれば、会社は、野田油槽所の現地において、支部と野田油槽所

の縮小及び閉鎖に関する団交を行っていたこと、⑥前記第 1.4(10)認定によれ

ば、会社が野田油槽所の閉鎖を通知するに際し、自主労組の下部組織である支

部に写しをもって通知したと同様に、エ労の下部組織にも写しをもって通知し

ており、このような取扱いは、他の閉鎖された油槽所においても同様であり、

会社は他の組合と差別した取扱いをしていなかったこと」を加える。 

(2) (3)のエの 6 行目(20 頁)の「前記配転」を「野田油槽所の閉鎖並びにこれに

伴う X1 及び X2 の配転」に改め、8 行目の「言えないから、この点についての

申立人の主張は採用できない。」を「いえないから、労働組合法第 7条第 1号及

び第 3号に該当する不当労働行為に当たるということはできない。」に改める。 

2 前記第 2、1ないし 3の再審査申立人の補足主張について 

(1) 再審査申立人は、本件初審及び当委員会において、ホテル阪神会議に出席し

ていた X6 が同会議の内容をメモしたノート(以下「X6 ノート」)や組合機関紙

等を書証として提出し、更に再審査申立人申請証人は同会議の趣旨等について

縷々証言するとともに、当委員会の平成 17 年 7 月 15 日付け「最終準備書面」

においても、X6 ノートの記載内容からホテル阪神会議が X3 を解雇するための

段取りを話し合ったものであり、このこと自体不当労働行為であると主張して

いる。これに対し、再審査被申立人は、ホテル阪神会議と X6 ノートに関して、

会社が昭和 59年 7月に解雇した X3ら 5名に関わる前記第 1.3(2)イの労働契約

確認等請求事件の大阪地方裁判所、大阪高等裁判所及び最高裁判所の判決及び

X6 の大阪地方裁判所における証人調書を書証として提出している。 

これらの証言や書証を子細に検討しても、ホテル阪神会議において、大阪支

店長らが、X3 ら組合員の職場における問題行動とその対策について検討、協議

する過程で、X3 の配転ないし解雇などの話が出たことまでは窺えるが、それ以

上に配転ないし解雇について結論が出たとか、いわんや同会議において「支部

潰し」が「謀議」されたなど、同会議の内容が再審査申立人の主張する趣旨の

ものであったとは認め難く、他にこれを認めるに足りる証拠はない。ましてや、

会社が支部潰しの一環として、野田油槽所の閉鎖並びにこれに伴う X1 及び X2

の配転をしたものとはいえないことは、上記 1 のとおりであるから、再審査申

立人の主張は認められない。 

(2) 再審査申立人は、会社において、野田油槽所を昭和 60 年 3 月末に閉鎖しなけ

ればならなかった必要性も合理性も存在しないと主張するが、これについては

上記 1のとおりであるから、再審査申立人の主張は認められない。 

(3) 前記第 2、3 の再審査申立人の主張(X1、X2 配転差別)についての判断は、上



 

 

記 1 のとおりであるから、再審査申立人の主張は認められない。 

以上のとおりであるので、本件再審査申立てには理由がない。 

よって、労働組合法第 25 条、第 27 条の 17 及び第 27 条の 12 並びに労働委員会規

則第 55 条の規定に基づき、主文のとおり命令する。 

 

平成 17年 9月 7日 

中央労働委員会 

第三部会長 荒 井 史 男 ㊞ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


